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Ⅰ 事業計画策定の趣旨や基本理念 

１．計画策定の趣旨 

わが国において長期化する少子化問題は、今後の社会経済環境に深刻な影響を与えることが考え

られるため、国では少子化対策として、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が制定され、市

町村行動計画及び都道府県行動計画、事業主行動計画策定の義務化などにより、次代の社会を担う

子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成をめざした取組を進めてきました。 

しかしながら、少子化傾向はとまらず、子ども・子育て支援が質・量ともに不足して多くの待機児童

が生じているなど、仕事と子育てを両立できる環境の整備が十分でない現状、さらに、近年の核家族

化や地域のつながりの希薄化などから子育てに対する不安や負担、孤立感の高まりなどから、一人ひ

とりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現をめざして、子どもや家庭を支援する新

たな取組として、平成24年8月に「子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）」をはじめとする

「子ども・子育て関連３法（*2ページ参照）」が制定されました。 

この「子ども・子育て関連３法」に基づき、平成27年４月から「子ども・子育て支援新制度」が施行さ

れ、新制度では、「子どもの最善の利益」が実現される社会をめざすとの考えを基本に、質の高い幼児

期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大・確保、地域の子ども・子育て支援の充実を推

進してきました。 

 

本市においては、平成16年度に「生駒市次世代育成支援行動計画」を、平成21年度に「生駒市次世

代育成支援後期行動計画」を策定し、「子育て楽しいね！いこま～子どもも大人も笑顔で健やかに育

ちあうまち～」を理念に掲げ、この理念の実現に向けさまざまな施策を実施してきました。 

平成27年度からは、子ども・子育て支援新制度の「子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子

どもを養育している者に必要な支援を行い、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる

社会の実現」という目的や国の方針を踏まえ、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業等が円滑

に実施できるよう「生駒市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、総合的・計画的に子育て支援策を

推進しています。 

このたび、「生駒市子ども・子育て支援事業計画」が最終年度を迎えたことから、これまでの取組を

継承しつつ、より一層の充実を図ることをめざして「第２期生駒市子ども・子育て支援事業計画」を策

定します。 
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２．国の動向 

国では、子ども・子育て支援事業計画の根拠となる「子ども・子育て関連３法」制定後も、新たな保

育所待機児童対策や放課後児童クラブ待機児童対策など、仕事と家庭の両立に係る取組が打ち出さ

れています。 
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趣旨：すべての子どもに良質な成育環境を保障する等のため、子ども及び子育ての支援のための給付の

創設並びにこれに必要な財源に関する包括的かつ一元的な制度の構築等の所要の措置を講ずる。 

子ども・子育て支援法 

趣旨：小学校就学前の子どもに幼児期の学校教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的

な提供を図る「認定こども園」に関し、その設置及び運営その他必要な事項を定める。 

認定こども園法の一部改正法 

趣旨：子ども・子育て支援法及び認定こども園法の施行に伴い、関係法律の規定の整備等を行う。 

児童福祉法の一部改正等関係法律の整備法 

子ども・子育て支援法・認定こども園法の一部改正・児童福祉法の一部改正 

 

第１期子ども・子育て支援事業計画 第２期子ども・子育て支援事業計画 

 

次世代育成支援対策推進法改正・延長 
次世代育成支援

対策推進法 

次世代育成支援

行動計画 

待機児童解消加速化プラン 子育て安心プラン 

 

２年前倒し 

放課後子ども総合プラン 

育児・介護休業法改正 

働き方改革関連法 

新・放課後子ども総合プラン 
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３．計画の位置づけ 

本計画は、「子ども・子育て支援法」に基づき、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供

体制の確保、その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する事項を定める計画として策定しま

す。 

なお、この計画は、上位計画である「第６次生駒市総合計画」等、関連する既存計画との整合を図っ

たものとします。 

「市町村子ども・子育て支援事業計画」は、主には、計画期間における幼児期の教育・保育や、地域

子ども・子育て支援事業の量の見込みと、それに対する確保方策を定めることとなっています。本市

では、国においても子ども・子育て支援の最重要課題と位置づけられている待機児童対策を最優先

に取り組みます。また、幼児期の教育・保育や、地域子ども・子育て支援事業における見込み量の確保

に努めるとともに、次世代育成支援対策推進法に基づく事業計画として取り組みます。 
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４．計画の期間 

この計画の期間は令和2年度～令和6年度の５年間としますが、社会状況の変化等によって適宜見

直しを行います。 

 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 2期生駒市子ども・子育て支援事業計画 

（令和 2年度～令和 6年度） 

第3期生駒市子ども・ 

子育て支援事業計画 

社会状況の変化等 

によって適宜見直し 
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５．基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、地域特性である「自然」、「先進技術」、「地域（住民）との協創」をいかした「子育ち」、「子

育て」、「親育ち」、「地域育ち」支援を基本とし、豊かな自然の中で、次代を担う社会の宝である子ども

たちの権利と利益が最大限尊重され、子どもも親も地域社会の温かい支え合いの中で健やかに成長

し、子育てするなら生駒市と笑顔で言われるまちづくりをめざします。 

 

【子ども・子育て支援事業計画推進にあたっての視点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

一人ひとりの子どもの人権が尊重され、子どもの視点に立ったまちづくりを進めます 

子どもの権利の尊重 

 

妊娠・出産期から、子どもなどの状況にあわせて切れ目のない支援・サービスを提供し

ます 

切れ目のない支援・サービスの提供 

 

一人ひとりの子どもの健やかな育ちを守れるよう、質の高い教育・保育サービスを提供

します 

質の高い教育・保育サービスの提供 

 

安心して子育ち・子育てができるよう、市内の地域特性や地域資源を活用した支援を行

います 

市内の地域特性を踏まえた子育ち・子育て支援の充実 

 

地域住民が支え合いながら地域の子育て機能を向上させ、一人ひとりの子どもの健やか

な育ちを見守り、子育て家庭を支援します 

地域全体で子育ち・子育てを支援 

【基本理念の合言葉】 

子育て楽しいね！いこま 
～子どもが楽しむ！笑顔が弾ける！日本一の子育て・教育のまち「いこま」～ 
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18,061 18,058 17,856 17,835 17,663 17,383 17,034 16,707

76,353 75,122 73,539 72,439 71,611 70,918 70,223 69,505

26,691 28,151 29,662 30,774 31,596 32,335 32,861 33,281

121,105 121,331 121,057 121,048 120,870 120,636 120,118 119,493

0

50,000

100,000

150,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

0～14歳合計 15～64歳合計 65歳以上合計

(人)

Ⅱ 生駒市の子ども・子育てを取り巻く現状 

１．生駒市全体の子ども・子育てを取り巻く現状 

（１）総人口の推移 

本市の総人口の推移をみると、平成25年の121,331人をピークにゆるやかな減少傾向が続いて

おり、令和元年には119,493人となっています。また、直近の総人口の内訳を年齢３区分別にみると、

65歳以上の高齢者人口は増加する一方、０～14歳人口は減少が続いています。 

 

図表-1 総人口及び年齢３区分別人口の推移（各年 10月１日現在） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 
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6,803 6,771 6,580 6,535 6,371 6,240 6,000 5,693

7,510 7,538 7,513 7,460 7,499 7,409 7,286 7,203

7,237 7,308 7,415 7,511 7,490 7,454 7,561 7,549

21,550 21,617 21,508 21,506 21,360 21,103 20,847 20,445
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出生数 生駒市 奈良県 全国

(人) (人口千対)

（２）児童人口の推移 

本市の児童人口の推移をみると、6～11歳と、12～17歳はそれぞれ7,000人台で推移していま

すが、0～5歳の人口は令和元年には5,693人と、平成24年の6,803人と比べ1,110人の減少と

なっています。 

 

図表-2 児童人口の推移（各年 10月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

 

（３）出生数・出生率の推移 

本市の出生数は平成25年以降減少傾向にあります。人口千対についても減少傾向にあり、平成

29年では全国や奈良県全体よりも低くなっています。 

 

図表-３ 出生数・出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 
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（４）世帯数と平均世帯人員の推移 

本市の世帯数は年々増加傾向にあります。一方、1世帯あたり人員は減少傾向にあります。 

 

図表-４ 世帯数と平均世帯人員の推移（各年 10月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

 

（５）女性の年齢階級別労働力率 

女性の年齢階級別労働力率をみると、本市は25～29歳を除くすべての年齢階級で全国や奈良県

を下回っています。 

 

図表-５ 女性の年齢階級別労働力率（平成 27年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（６）母親の就労状況 

子どもの年齢別に母親の就労状況をみると、フルタイムの割合は、0～２歳では約41％、3～5歳で

は約32％、小学生では約31％となっており、子どもの年齢が小さいほどフルタイムの割合が高くな

っています。一方、パート・アルバイト等は小学生では約40％と子どもの年齢が高いほどパート・アル

バイト等の割合が高くなっています。 

 

図表-６ 母親の就労状況（アンケート調査結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「生駒市子育て支援に関するアンケート調査」（令和元年度実施） 

 

（７）保育所の入所児童数の推移 

保育所の入所児童数の推移をみると、増加が続いていた入所児童数は、平成28年以降横ばい傾

向となっています。 

 

図表-７ 保育所の入所児童数の推移（各年５月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：こども課 
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3歳児
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49.2 49.1 53.1

81.7

56.9 53.6

6.0 6.6 5.0
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0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

在宅等

幼稚園

保育所

(人)

（８）幼稚園の園児数の推移 

幼稚園の園児数の推移をみると、園児数は平成24年をピークに減少傾向となっており、令和元年

では1,645人となっています。 

 

図表-８ 幼稚園の園児数の推移（各年５月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※生駒市外の一部の私立幼稚園及び国立幼稚園の園児数は含まず。 

資料：こども課 

 

（９）年齢別の子どもの日中の居場所 

令和元年の年齢別の子どもの日中の居場所をみると、3歳児未満では在宅等の割合が高く、保育

所利用は０歳児の約20％、１、２歳児の約45％となっています。３歳児以降は幼稚園の割合が約

50％となり、3歳児以降ではほとんどの児童が幼稚園もしくは保育所を利用しています。 

 

図表-９ 年齢別の子どもの日中の居場所（令和元年５月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※在宅等の中に生駒市外の一部の私立幼稚園及び国立幼稚園の園児を含む。 

資料：こども課 
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(人) 左：待機児童数

右：実質待機児童数

（１０）月別・年齢別の待機児童の状況 

平成30年度の待機児童の状況を月別にみると、4月以降年度を通して人数が増加する傾向となっ

ており、4月の待機児童数は102人（実質待機児童数63人）、3月の待機児童数は312人（実質待機

児童数187人）となっています。年齢別にみると、特に０歳の増加が大きく全体の３分の２を占めてい

ます。 

 

図表-10 月別・年齢別の待機児童の状況（平成 30年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※待機児童数は、転園を除く保育所に申し込まれている児童数 

※実質待機児童数は、待機児童数から私的理由による待機者を除く児童数 

資料：保育所入所選考集計表  
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【相談できる人】

（１１）気軽に相談できる人・場所の有無、相談先 

「生駒市子育て支援に関するアンケート調査」によると、気軽に相談できる人の有無については、就

学前（０～２歳、３～５歳）、小学生とも「いる」人が大半を占めていますが、一方で4～8％の人が「い

ない」としています。気軽に相談できる場所については、「ある」が、就学前（０～２歳、３～５歳）で約

68％、小学生で約56％となっており、小学生では「ない」がやや多くなっています。 

気軽に相談できる先としては、就学前、小学生とも「祖父母等の親族」、「友人や知人」の2項目の割

合が高く、その他に幼稚園や保育所、小学校の先生などが多くあげられています。 

 

図表-11 気軽に相談できる人・場所の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「生駒市子育て支援に関するアンケート調査」（令和元年度実施） 

 

図表-12 気軽に相談できる先（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「生駒市子育て支援に関するアンケート調査」（令和元年度実施）  
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ことの方が多い

わからない その他 無回答

（１２）子育てが楽しいと感じるか 

「生駒市子育て支援に関するアンケート調査」によると、子育てを楽しいと感じるかについては、0

～2歳では楽しいと感じている人が約67％であるのに対し、子どもの年齢が高くなるにつれ、楽しい

と感じる割合が低くなっており、小学生では約62％となっています。 

 

図表-1３ 子育てが楽しいと感じるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「生駒市子育て支援に関するアンケート調査」（令和元年度実施） 
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III 事業計画 

１．教育・保育提供区域の設定 

「教育・保育提供区域」については、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・

保育の利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、

定めることとなっています。 

本計画では、第１期計画を踏襲して、提供区域は全市１つとします。 

 

図表-14 地域別 幼稚園・保育所・こども園の配置図 

 

  

地域 小学校区 

北地域 

生駒北小学校 

鹿ノ台小学校 

真弓小学校 

あすか野小学校 

中地域 

生駒台小学校 

俵口小学校 

桜ケ丘小学校 

生駒小学校 

生駒東小学校 

南地域 

生駒南小学校 

壱分小学校 

生駒南第二小学校 

凡例 

    保育所 

    幼稚園 

    こども園 
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２．量の見込みの算出について 

国が示すニーズ調査（「生駒市子育て支援に関するアンケート調査」として令和元年度実施）結果を

用いた算出手順により算出した量の見込みに対して、第1期計画の実績並びに地域特性や施設整備

等の状況を勘案した補正を行います。 

 

（１）認定区分 

教育・保育施設を利用する子どもに対して、家庭の状況（保護者の就労状況等）により、保育の必要

性を認定します。 

認定区分 保育の必要性 対象児童 

1号認定 教育標準時間認定 必要なし ３～５歳児 

２号認定 保育認定 必要あり ３～５歳児 

３号認定 保育認定 必要あり ０～２歳児 

 

（２）家庭類型 

ニーズ調査の結果から、対象となる子どもの父母の有無、就労状況に基づき、タイプＡからタイプＦ

の8種類に類型化し、母親の就労希望を反映させた“潜在的家庭類型”の種類ごとに算出します。 

         母親 

 

 

父親 

ひとり親 

フルタイム 

就労 

(産休・育休 

等を含む) 

パートタイム就労（産休・育休等含む） 

未就労 120時間 

以上 

120時間

未満 64

時間以上 

64時間 

未満 

ひとり親 タイプＡ  

フルタイム就労 

（産休・育休等を含む） 

 

タイプＢ タイプＣ タイプＣ’ 

タイプＤ 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労 

（産
休
・育
休
等
を
含
む
） 

120時間以上 

タイプＣ タイプＥ  

120時間未満

64時間以上 

タイプＣ’  タイプＥ’ 

64時間未満 

未就労 タイプＤ タイプＦ 

 

 

タイプＡ ： ひとり親家庭（母子又は父子家庭） 

タイプＢ ： フルタイム共働き家庭（両親ともフルタイムで就労している家庭） 

タイプＣ ： フルタイム・パートタイム（就労時間：月 120時間以上＋月 64時間～120時間の一部）共働き家庭 

タイプＣ’ ： フルタイム・パートタイム（就労時間：月 64時間未満＋月 64時間～120時間の一部）共働き家庭 

タイプＤ ： 専業主婦（夫）家庭 

タイプＥ ： パートタイム共働き家庭（就労時間：双方が月 120時間以上＋月 64時間～120時間の一部） 

タイプＥ’ ： パートタイム共働き家庭（就労時間：いずれかが月 64時間未満＋月 64時間～120時間の一部） 

タイプＦ ： 無業の家庭（両親とも無職の家庭） 

※産前・産後・育児・介護休業取得中の人も就労しているとみなして分類しています。  

保育の必要性あり 保育の必要性なし 



16 

 

 

３．各年度における教育・保育の量の見込み及び提供体制の確保 

教育・保育の量の見込みについては、本市の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の

利用状況や、令和元年度に実施したニーズ調査を踏まえて教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

業の量の見込みを推計し、具体的な目標設定及び、目標に対する提供体制の確保策の検討を行いま

した。 

保育の量の見込み(必要利用定員数)については、「第6次生駒市総合計画 第1期基本計画」で保育

所利用定員数の目指す値として設定した数値と異なりますが、認定区分ごとのニーズを踏まえ、確保

量を設定しました。 

【実績】 

 平成 27年度 平成 28年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

３－５歳 
学校教育 

のみ 

３－５歳 
幼児期の 

学校教育の 

利用希望が 

強い 

３－５歳 
左記以外 

０歳 
保育の 

必要性あり 

１,２歳 
保育の 

必要性あり 

３－５歳 
学校教育 

のみ 

３－５歳 
幼児期の 

学校教育の 

利用希望が 

強い 

３－５歳 
左記以外 

０歳 
保育の 

必要性あり 

１,２歳 
保育の 

必要性あり 

計画値 2,037人 
1,275人 

282人 830人 2,050人 
1,284人 

281人 818人 
210人 1,065人 212人 1,072人 

実績値 2,050人 1,249人 109人 769人 1,945人 1,327人 158人 807人 

 

【見込み量と確保量】 

 令和２年度 令和３年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

３－５歳 
学校教育 

のみ 

３－５歳 
幼児期の 

学校教育の 

利用希望が 

強い 

３－５歳 
左記以外 

０歳 
保育の 

必要性あり 

１,２歳 
保育の 

必要性あり 

３－５歳 
学校教育 

のみ 

３－５歳 
幼児期の 

学校教育の 

利用希望が 

強い 

３－５歳 
左記以外 

０歳 
保育の 

必要性あり 

１,２歳 
保育の 

必要性あり 

①見込み量 

（必要利用定員数） 
1,359人 

1,696人 
227人 967人 1,290人 

1,611人 
223人 1,002人 

166人 1,530人 158人 1,453人 

保育 

（対象人口に対す

る①の割合） 

43.7% 5.3% 49.2% 28.0% 56.8% 43.7% 5.4% 49.2% 27.9% 56.8% 

②
確
保
量 

特定教育・ 

保育施設 
1,271人 470人 １，５０5人 ２１１人 ７４2人 1,271人 470人 １，５０5人 ２１１人 ７４2人 

確認を 

受けない 

幼稚園 

490人 ６０人    ４６５人 ５７人    

地域型 

保育事業 
   ３９人 １２8人    ３９人 １５2人 

②－① 402人 364人 －２5人 ２3人 -97人 446人 369人 ５2人 ２7人 -108人 

※確認を受けない幼稚園・・・新制度未移行の幼稚園  
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【確保策】 

・ １号については、見込み量どおりに供給できる見込みです。 

・ ２号の教育ニーズについては、幼稚園やこども園で預かり保育を実施しており、長期休業中につい

ても一部私立幼稚園、こども園で実施していることから供給可能です。幼稚園以外の2号について

は、令和2年度からニーズに対応することは困難ですが、令和3年度からは既存の保育所、こども園

の定員では供給可能と見込まれます。 

・ ３号については、ニーズに対応するため、小規模保育事業や家庭的保育事業の整備を行い、令和6

年度までに見込み量を確保できるように努めます。 

 

 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度／令和元年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

３－５歳 
学校教育 

のみ 

３－５歳 
幼児期の 

学校教育の 

利用希望が 

強い 

３－５歳 
左記以外 

０歳 
保育の 

必要性あり 

１,２歳 
保育の 

必要性あり 

３－５歳 
学校教育 

のみ 

３－５歳 
幼児期の 

学校教育の 

利用希望が 

強い 

３－５歳 
左記以外 

０歳 
保育の 

必要性あり 

１,２歳 
保育の 

必要性あり 

３－５歳 
学校教育 

のみ 

３－５歳 
幼児期の 

学校教育の 

利用希望が 

強い 

３－５歳 
左記以外 

０歳 
保育の 

必要性あり 

１,２歳 
保育の 

必要性あり 

2,056人 
1,286人 

281人 816人 2,061人 
1,290人 

278人 814人 2,039人 
1,277人 

275人 809人 
212人 1,074人 213人 1,077人 211人 1,066人 

1,886人 1,380人 134人 834人 1,738人 1,406人 127人 847人 1,645人 1,416人 150人 804人 

 

 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

３－５歳 
学校教育 

のみ 

３－５歳 
幼児期の 

学校教育の 

利用希望が 

強い 

３－５歳 
左記以外 

０歳 
保育の 

必要性あり 

１,２歳 
保育の 

必要性あり 

３－５歳 
学校教育 

のみ 

３－５歳 
幼児期の 

学校教育の 

利用希望が 

強い 

３－５歳 
左記以外 

０歳 
保育の 

必要性あり 

１,２歳 
保育の 

必要性あり 

３－５歳 
学校教育 

のみ 

３－５歳 
幼児期の 

学校教育の 

利用希望が 

強い 

３－５歳 
左記以外 

０歳 
保育の 

必要性あり 

１,２歳 
保育の 

必要性あり 

1,228人 
1,533人 

218人 995人 1,189人 
1,484人 

213人 975人 1,210人 
1,511人 

207人 952人 
150人 1,383人 145人 1,339人 148人 1,363人  

43.7% 5.3% 49.2% 27.9% 56.8% 43.7% 5.3% 49.2% 28.0% 56.8% 43.7% 5.3% 49.2% 28.0% 56.8% 

1,271人 470人 １，５０５人 ２１１人 ７４２人 1,071人 470人 １，５０５人 ２１１人 ７４２人 871人 470人 １，５０５人 ２１１人 ７４２人 

４４３人 ５４人    ４２９人 ５２人    ４３６人 ５３人    

   ３９人 １９０人    ３９人 22８人    ３９人 2２８人 

486人 374人 １２２人 ３２人 -６３人 311人 377人 1６６人 3７人 -５人 97人 375人 14２人 4３人 １８人 
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４．各年度における地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び提供体制の確保 

計画期間における地域子ども・子育て支援事業の量の見込みについては、本市の子育て支援サー

ビス等の現在の利用状況や、令和元年度に実施したニーズ調査による利用希望や参酌標準を参考に

しながら、具体的な目標設定及び、目標に対する提供体制の確保策の検討を行いました。 

事業 １ 利用者支援事業 区域 全市 

事業の目的 

・内容 
子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び

必要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連携調整等を実施します。 

利用者支援事業では、基本型として「みっきランド」、特定型として「保育コンシェルジュ」、母子保健型

として「マタニティコンシェルジュ」を実施しています。 
 

実績  

 H27 H28 H29 H30 H31/R1 

計画値 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

実績値 1か所 2か所 2か所 2か所 3か所 

当初の計画を上回る３か所で事業を実施できています。 

「みっきランド」 

アドバイザーが子育て相談や各種事業の情報発信をして子育て親子の支援を行っており、子育ての孤立化防止

と児童虐待予防につながっています。 

「保育コンシェルジュ」 

こども課に保育コンシェルジュを配置し、市内保育所で勤務経験のある保育士が保護者の相談に応じ、就学前

のお子さんの預け先や子育て支援に関する情報等の案内を行っています。 

それにより、年度当初には定員を下回っていた新規開設園を紹介する等、希望園の分散につながりました。また

相談内容により関係機関との連携を図ったり、保育所入所基準の見直しを行うことにつながりました。 

「マタニティコンシェルジュ」 

健康課に助産師・保健師などの専門職を配置し、母子手帳交付時にすべての妊婦と面接し、育児についての心

配ごとの相談やケアプランの案内等を行っています。 

相談件数も増え、それぞれが身近な相談先として周知されつつあります。 

 

 

 

 

 

見込み量と 

確保量 
 R2 R3 R4 R5 R6 

見込み量 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 

確保量 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 
 

 

 

確保策に 

ついての 

考え方 

市の窓口を中心としながら、子育て支援事業等、市民の身近な場所で、情報提供や相談が受けられる

よう利用者の支援を行い、引き続き利用者支援の充実に努めます。 
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事業 ２ 地域子育て支援拠点事業 区域 全市 

事業の目的 

・内容 
乳幼児及びその保護者が交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、

助言その他の援助を行います。 

生駒市内では、「みっきランド」「はばたきみっき」「てくてく（いこま乳児保育園）」「ほっとスマ

イル（生駒ピュアこども園）」「ちどりであそぼ（いちぶちどり保育園）」「集いの森（もり保育園）」「う

みのいえ（うみ保育園）」「COCOテラス（たかやまこども園）」「つどいのひろば（あいづ生駒保育

園）」「こもれびひろば（あいづ壱分保育園）」があります。 

 

実績  

 H27 H28 H29 H30 
H31/R1 
（見込み） 

計画値 利用人数 50,885人 50,294人 50,182人 49,942人 49,591人 

実施か所 ４か所 ５か所 ５か所 ５か所 ６か所 

実績値 利用人数 32,874人 38,466人 37,172人 43,925人 45,435人  

実施か所 ４か所 ５か所 ７か所 ８か所 １０か所 

実施か所について、計画値を上回る１０か所を開設し、身近な地域で子育て親子の交流や仲間づくり

のしやすい環境を整えました。利用人数について、計画値では、少子化に伴い年々減少すると見込んで

いましたが、利用人数は増加傾向にあります。 

各地域子育て支援拠点同士のネットワークの強化や、母子保健担当と妊娠期から切れ目のない支援

での連携も図り、利用してもらいやすい拠点づくりを行っています。また、子育て親子の交流促進だけ

でなく、子育ての相談もでき、子育て中の親の孤立感や不安感を緩和する場所でもあり、子どもたちの

健やかな育ちを今後も支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

見込み量と 

確保量 
 

 R2 R3 R4 R5 R6 

見込み量 
利用人数 46,136人 47,035人 46,466人 45,457人 44,337人 

実施か所 １０か所 １０か所 １０か所 １０か所 １０か所 

確保量 利用人数 46,568人 47,067人 47,571人 48,081人 48,597人 

実施か所 １０か所 １０か所 １０か所 １０か所 １０か所 

※ニーズ調査の結果をもとに見込み量を算出                               

 

確保策に 

ついての 

考え方 

ひろば事業や身近な地域の支援拠点利用者の増加を図り、各地域子育て支援拠点のネット

ワークを強化し、連携しながら妊娠期から切れ目のない支援を行います。 
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事業 ３ 妊婦健康診査 区域 全市 

事業の目的 

・内容 
妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、健康状態の把握や

検査、保健指導を実施するとともに、妊婦期間中の必要に応じた医学的検査を実施します。 

  

実績  

 H27 H28 H29 H30 
H31/R1 
（見込み） 

計画値 妊娠届出者数 968件 970件 972件 974件 976件 

健康診査 

利用延人数 
11,972人 11,987人 12,002人 12,017人 12,032人 

実績値 妊娠届出者数 902件 868件 859件 798件 7６3件  

健康診査 

利用延人数 
6,835人 10,920人 9,884人 9,892人 ８，３９3人  

妊娠届出（母子手帳交付）時にマタニティコンシェルジュが妊娠中の疑問や不安についてお話を聞き、

生駒市の妊娠・出産・子育てにかかわるサービスの案内など、切れ目ない相談支援を強化しています。 

妊婦健康診査にかかる費用の助成のため、妊娠届出時に「妊婦健康診査補助券綴り」を渡し、妊婦健

康診査の助成（上限 14回）をしています。 

 

見込み量と 

確保量 
 

 R2 R3 R4 R5 R6 

見込み量 妊娠届出者数 798件 780件 760件 739件 718件 

健康診査 

利用延人数 
9,174人 8,835人 8,508人 8,193人 7,890人 

確保量 妊娠届出者数 798件 780件 760件 739件 718件 

健康診査 

利用延人数 
9,174人 8,835人 8,508人 8,193人 7,890人 

※妊娠届出については、翌年度の０歳児の人口推計をもとに見込み量を算出 

※妊婦健康診査利用延人数については、過去の妊娠届出者数の平均伸び率をもとに見込み量を算

出 

 

確保策に 

ついての 

考え方 

国が示す標準的な健診回数は満たしていることから、見込み量分については十分確保する

ことができます。 
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事業 ４ 乳児家庭全戸訪問事業 区域 全市 

事業の目的 

・内容 
生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環

境等の把握を行います。 

『こんにちは赤ちゃん事業（全戸訪問）』 

生後4か月までの赤ちゃんがいる全ての家庭に訪問しています。生後2～3か月頃に健康

課から依頼した助産師又は健康課の保健師が訪問します。 

 

実績  

 H27 H28 H29 H30 
H31/R1 
（見込み） 

計画値 980件 975件 975件 965件 954件 

実績値 881件 818件 824件 801件 ７７4件 

計画値は人口推計をもとに算出しており、出生数が計画値を下回ったため、実績値も下回りました

が、対象者の 97.9％（平成 27～30年度平均）を訪問し、育児の支援及び家庭の状況確認を行いました。 

出産後の不安を抱えやすい時期に、専門職による訪問を行うことで、育児に関する知識の普及や不

安の解消を図り、母親の心身の健康状態の安定を図っています。 

 

見込み量と 

確保量 
 

 R2 R3 R4 R5 R6 

見込み量 812件 798件 780件 760件 739件 

確保量 812件 798件 780件 760件 739件 

※０歳児の人口推計をもとに見込み量を算出 

 

確保策に 

ついての 

考え方 

助産師数（委託）については、今後も必要に応じて増加する予定であるため、見込み量につ

いては確保することができます。 
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事業 ５ 養育支援訪問事業 区域 全市 

事業の目的 

・内容 
養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行

うことにより、当該家庭の適切な養育を実施し、保護者が安心して子育てができるよう支援

します。  

実績  

 H27 H28 H29 H30 
H31/R1 
（見込み） 

計画値 延訪問件数 430件 450件 470件 490件 510件 

実績値 
延訪問件数 207件 113件 210件 238件 235件 

訪問家庭数 20件 24件 33件 30件 30件 

子育て支援事業や母子保健を通じ把握した育児不安を抱える家庭を定期的に訪問し、育児相談や養

育の技術支援などにより、子育ての不安を解消し安心して子育てをしていただけるよう対応していま

す。関係機関との連携を図り、支援が必要な家庭の把握に努めました。 

 

見込み量と 

確保量 
 

 R2 R3 R4 R5 R6 

見込み量 訪問家庭数 30件 30件 30件 30件 30件 

確保量 訪問家庭数 30件 30件 30件 30件 30件 

※訪問家庭数で管理をしているため、第２期計画では単位を家庭数にします。 

※過去の訪問家庭数をもとに見込み量を算出 

 

確保策に 

ついての 

考え方 

子育て支援事業などを通じ把握した育児に不安を抱える家庭を、養育支援訪問事業につ

なげ、育児相談や養育技術の指導・助言などにより、子育ての不安を解消できるよう支援しま

す。 
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事業 ６ 子育て短期支援事業 区域 全市 

事業の目的 

・内容 
保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児

童について、児童養護施設等で児童を預けることができます。 

事業の種類：ショートステイ（短期入所生活援助）事業 ７日以内の期間 

トワイライト（夜間養護等）事業 午後４時～１０時の間で４時間 
 

実績  

 H27 H28 H29 H30 
H31/R1 
（見込み） 

計画値 196日 195日 195日 195日 194日 

実績値 41日 36日 62日 157日 120日 

保護者の疾病や育児疲れなどの理由により、家庭において子どもを養育することが一時的に困難に

なった場合などに利用することで、子どもの安心安全につながっています。 

実施施設として、いこま乳児院・愛染寮・いかるが園（斑鳩町）があり、提供体制を確保しています。 

 

見込み量と 

確保量 
 

 R2 R3 R4 R5 R6 

見込み量 124日 124日 124日 124日 124日 

確保量 124日 124日 124日 124日 124日 

※過去の実績をもとに見込み量を算出 

 

確保策に 

ついての 

考え方 

乳児院や児童養護施設において見込み量を受け入れることが可能です。 
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事業 ７ ファミリー・サポート・センター事業 区域 全市 

事業の目的 

・内容 
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援

助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関す

る連絡、調整を行います。  

実績 小学生の保護者の利用推移 

 H27 H28 H29 H30 
H31/R1 
（見込み） 

計画値 960人 960人 960人 960人 960人 

実績値 1,317人 1,284人 1,447人 1,062人 1,050人 

主な援助内容は、学童保育・保育園・幼稚園の送迎や、習い事の送迎となっています。 

援助会員を確保するため、交流会や新規援助会員講習、人材育成のためのスキルアップ講座を開催

しました。引き続き援助会員の確保を図ります。 

 

見込み量と 

確保量 
小学生の保護者の利用推移 

 R2 R3 R4 R5 R6 

見込み量 1,071人 1,093人 1,114人 1,137人 1,159人 

確保量 1,071人 1,093人 1,114人 1,137人 1,159人 

※過去の利用実績をもとに見込み量を算出 

 

確保策に 

ついての 

考え方 

広報誌等で事業の認知度を高めるとともに、依頼会員から援助会員への転換制度を導入

するなど、さまざまな施策を講じることで援助会員の確保に努め、地域で子育てを支援する

事業として強化を図ります。 
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事業 ８ 一時預かり事業 区域 全市 

事業の目的 

・内容 
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を幼稚園、保育所、認定こ

ども園で一時的に預かり、必要な保護を行います。 

幼稚園では教育時間の終了後、認定こども園（幼稚園枠）では教育時間の開始前や幼稚園

休園日にも、お子さんをお預かりしています。 

保護者の病気等により家庭において保育を受けることが一時的に困難となったお子さん

を、保育所等で一時的にお預かりしています。 

 

実績  

 H27 H28 H29 H30 
H31/R1 
（見込み） 

計画値 幼稚園における 

一時預かり 
71,349人 71,818人 72,001人 72,205人 71,430人 

その他の 

一時預かり 
17,458人 17,236人 17,193人 17,103人 16,986人 

実績値 幼稚園における 

一時預かり 
6,884人 14,207人 15,766人 14,609人 12,848人 

その他の 

一時預かり 
6,749人 5,621人 6,653人 6,795人  4,820人 

     *R1(見込み)は、1月末現在の実績値 

計画値と実績値が大きく乖離した点について、計画値を算出するニーズ調査の設問で、保護者の用

事等による一時預かりの利用希望の総数としていましたが、実際には利用が必要となる状況にならな

かった、又は他の方法で対応されたため利用に至らず、実績値が低くなったものと思われます。 

 

見込み量と 

確保量 
 

 R2 R3 R4 R5 R6 

見込み量 幼稚園における 

一時預かり 
15,497人 14,714人 14,007人 13,558人 13,802人 

その他の 

一時預かり 
15,004人 14,980人 14,645人 14,284人 14,101人 

確保量 幼稚園における 

一時預かり 
18,685人 19,370人 20,055人 20,740人 20,740人 

その他の 

一時預かり 
15,004人 14,980人 14,645人 14,284人 14,101人 

※ニーズ調査の結果をもとに見込み量を算出（利用希望者のうち、「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」または
「日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる」を選択した人を除外して算出。） 

 

確保策に 

ついての 

考え方 

公立幼稚園・こども園では各園で預かり保育を実施しており、利用したい人への対応が可

能です。 

また、保育所においても９か所で実施しています。今後も保育士等の確保を行うなどして、

見込み量を確保します。  
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事業 ９ 延長保育事業 区域 全市 

事業の目的 

・内容 
保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間におい

て、保育所、こども園において保育を実施します。 

 

実績  

 H27 H28 H29 H30 
H31/R1 
（見込み） 

計画値 931人 929人 929人 929人 920人 

実績値 ー 1,431人 1,098人 1,330人 1,348人 

    *R1(見込み)は、1月末現在の実績値 

市内の全保育所で実施することにより、市外就業率が高く、通勤時間が長い保護者への対応、また保

護者のフルタイム勤務への支援にもつながっています。 

 

見込み量と 

確保量 
 

 R2 R3 R4 R5 R6 

見込み量 1,690人 1,657人 1,605人 1,562人 1,558人 

確保量 1,690人 1,657人 1,605人 1,562人 1,558人 

※ニーズ調査の結果をもとに見込み量を算出 

 

確保策に 

ついての 

考え方 

延長保育については、市内の全保育所・こども園で実施しており、現在の保育時間を超え

て保育を必要とされる人への対応が可能となっています。 
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事業 10 病児保育事業 区域 全市 

事業の目的 

・内容 
病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的

に保育等を行います。 

病児・病後児対応型：病院・保育所等に付設された専用スペース等において看護師等が一

時的に保育する事業 

体調不良児対応型：保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童を保護者が迎えに来

るまでの間、一時的に保育する事業 

 

実績  

 H27 H28 H29 H30 
H31/R1 
（見込み） 

計画値 2,036人 2,032人 2,033人 2,031人 2,013人 

実績値 1,577人 1,741人 1,733人 1,766人 1,680人 

    *R1(見込み)は、1月末現在の実績値 

病児型が１か所、体調不良児対応型が２か所、事業の開始がありました。 

病児型は子どもが一時的な病気の際、病後児対応型は病気の回復期で集団保育が困難な期間も保

護者が安心して仕事ができる支援につながっています。 体調不良児対応型は、保育中の急な発熱等で

集団での保育が困難になった際も、保護者が迎えにくるまで看護師等がケアに当たることにより、通勤

時間が長い等の保護者ニーズへの対応が可能となっています。 

 

見込み量と 

確保量 
 

 R2 R3 R4 R5 R6 

見込み量 2,491人 2,443人 2,367人 2,302人 2,297人 

確保量 2,491人 2,443人 2,367人 2,302人 2,297人 

※ニーズ調査の結果をもとに見込み量を算出 

 

確保策に 

ついての 

考え方 

病児型が２か所、病後児対応型が１か所、体調不良児対応型が８か所あり、これらの施設に

おいて見込み量を確保することが可能です。 
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事業 11 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 区域 全市 

事業の目的 

・内容 
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了

後に小学校の余裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図

ります。 

学童保育所では、学校の授業が終わった後（夏休み・春休みなどは朝から）、子どもたちは

学童保育を生活の場として、友達と遊んだり、宿題をしたり、おやつを食べたりして日々を

過ごします。学童保育は子どもたちにとって「第二の家庭」という存在です。 

 

実績 

働く女性が増え、核家族化が進む中、子どもたちの放課後の安全を確保し、生活の場を提供するの

が学童保育であり、共働き家庭や、ひとり親家庭の子育て支援につながっています。 

公設民営の学童保育施設について、新たに５か所を開設しニーズへの対応に努めました。 

民設民営の学童保育施設について、１か所開設され、現在６か所で運営されています。 

 H27 H28 H29 H30 H31/R1 

 

計画値 
合計 1,444人 1,449人 1,448人 1,434人 1,435人 

低学年 874人 866人 859人 855人 861人 

高学年 570人 583人 589人 579人 574人 

 

実績値 
＊公設民営の

学童保育施設

のみ 

合計 1,248人 1,355人 1,463人 1,532人 1,613人 

1年生 307人 346人 389人 365人 427人 

2年生 312人 305人 342人 378人 340人 

3年生 250人 268人 270人 295人 328人 

4年生 182人 206人 208人 219人 246人 

5年生 123人 135人 159人 165人 149人 

6年生 74人 95人 95人 110人 123人 

学童施設数 公設民営 22か所 23か所 23か所 26か所 27か所 

 民設民営 5か所 5か所 5か所 5か所 6か所 
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見込み量と 

確保量 

※小学生用ニーズ調査の結果をもとに見込み量を算出 

 R2 R3 R4 R5 R6 

 

見込み量 
合計 1,809人 1,752人 1,719人 1,676人 1,581人 

1年生 476人 418人 436人 416人 353人 

2年生 451人 462人 406人 424人 404人 

3年生 336人 338人 347人 304人 318人 

4年生 248人 239人 240人 246人 216人 

5年生 153人 154人 148人 149人 153人 

6年生 145人 141人 142人 137人 137人 

確保量 合計 1,809人 1,752人 1,719人 1,676人 1,581人 

1年生 476人 418人 436人 416人 353人 

2年生 451人 462人 406人 424人 404人 

3年生 336人 338人 347人 304人 318人 

4年生 248人 239人 240人 246人 216人 

5年生 153人 154人 148人 149人 153人 

6年生 145人 141人 142人 137人 137人 

 

確保策に 

ついての 

考え方 

市内には各小学校に１か所以上の公設民営の学童保育施設と、小学校外に民設民営の学

童保育施設があります。利用児童数の増加に対しては、民設民営の新規参入などの促進を

図ります。 
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事業 12 実費徴収に係る補足給付を行う事業 区域 全市 

事業の目的 

・内容 
保護者の世帯所得等の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払う

べき日用品、文房具、その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参

加に要する費用等を助成します。  

実績  

 
 

H28 H29 H30  

実績値 副食材料費 ０人 ０人 ０人  

 
教材・行事費等 ６人 

143,61９円 

６人 

７３，３５１円 

９人 

７２，５１５円 
 

要綱を制定し、平成 28年度から事業を実施しています。 

実費徴収額の一部を補助することにより、円滑な特定教育・保育施設等の利用を図り、対象世帯の子

どもの健やかな成長を支援しています。 

 

※量の見込み・確保策を作成する事業の対象外 

 

 

事業 13 
多様な主体が本制度に参入することを 

促進するための事業 
区域 全市 

事業の目的 

・内容 
保育の受け皿の確保や、新制度において住民ニーズに沿った多様な保育の提供を進める

際に、多様な事業者の能力を活用するため、新規参入施設等の事業者に対し、巡回支援等の

支援を行い、地域ニーズに即した保育等の事業の拡大を図ります。 

また、特別な支援が必要な子どもの受け入れに対して、職員の加配に必要な費用の補助を

行い、子どもの状況に応じた適切な教育・保育の機会の拡大を図ります。 

 

実績 新規参入施設等への巡回支援について、下記のとおり行いました。 

・事業開始前に事業実施に関する相談・助言、手続に関する支援 

・事業開始後、事業運営が軌道に乗るよう相談・助言、広報等の支援 

・小規模保育事業について、連携先の紹介等の支援 

・指導主事、管理栄養士等による巡回 

また、新規参入施設等を含む全園を対象に、私立保育園給食担当者会議・私立保健担当者会議等を

開催しています。 

 

※量の見込み・確保策を作成する事業の対象外 
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５．子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供やその推進体制の確保 

 

【待機児童対策について】 

全国的な傾向と同様に、保育所への入所希望は年々増加しており、なかでも低年齢層（1～2歳児）

の増加率が高くなっています。 

本市では、平成27年度以降、私立保育所の新園開設のほか、事業所内保育所、小規模保育事業所

が開設されて、この10年間で保育定員は倍増していますが、その増加を上回る入所希望の増加によ

り、待機児童が解消していない状況です。 

待機児童対策の重要な柱の一つである保育人材確保のために、市独自で私立保育所に対する常勤

保育士の人件費補助、潜在保育士を対象にした相談会や市内の保育所、幼稚園、こども園の見学会な

ど、民間施設とも協働して賃金面、採用面での取組を行っています。 

今後も、国の制度や市独自の取組など、あらゆる方策を活用して保育施設の誘致や保育人材確保

に努めて、待機児童の解消をめざします。 

また令和元年１０月から幼児教育・保育の無償化が実施されたことによる保育ニーズの動向や、全

国・奈良県と比べて低い女性労働力率（＊８ページ 図表-５参照）から、潜在労働力の高まりによる保育ニ

ーズの動向にも注視しながら、必要とする方にサービスが適切に提供されるよう確保に努めます。 

 

【認定こども園について】 

認定こども園は、幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況及びその変化等によら

ず柔軟に子どもを受け入れられる施設であることから、今後少子化が見込まれている本市において

も現在の教育・保育の利用状況及び利用希望に沿って教育・保育施設の適切な利用が可能となるよ

う、既存の幼稚園及び保育所から認定こども園への移行についての検討を進めてきました。 

本市では、平成28年４月に市内で初めての生駒市南こども園を整備し、その後も平成２９年に認定

こども園生駒幼稚園の整備を行い、保育ニーズに応えるため、こども園化に努めてきました。 

平成３１年４月1日現在、公立・私立を合わせて８園の認定こども園が開設しています。今後も保育

ニーズへの対応と保護者の就労状況の変化にかかわらず子どもが通いなれた施設を継続利用できる、

認定こども園移行を推進します。 

 

【質の高い幼児期の教育・保育の提供について】 

本市では、教育行政の根本方針となる「生駒市教育大綱」を平成28年６月に策定し、その基本方針

の一つに「子育てを楽しめる地域づくり」を掲げて、子育て支援・就学前教育の充実・強化を進めてい

ます。また、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることを踏まえ、平

成30年3月には、「就学前教育・保育のあり方に関する基本方針」を策定しました。 

本市では、これまでも指導主事等が指導する園内研修会を継続実施し、教育・保育の質の向上に努

めてきました。また保育所・認定こども園では公立・私立の枠を超えて、保育内容について学ぶ交流学

習会への私立園の参加も増えていることから、一層の教育保育機能強化に努めます。幼稚園では、奈

良県の就学前教育アドバイザーを活用し、研修内容を深めるとともに、臨時職員に対する特別支援担

当職員研修等の研修機会の確保を進めます。 
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【地域の子育て支援の推進について】 

本市は、地域貢献意識の高い住民が多く、高齢者の地域活動も活発です。幼稚園、公私立保育所で

は寿大学卒業者や地域住民による菜園活動の指導、アドバイスも行われています。また、園庭開放・未

就園児の集い・つどいのひろばなど、地域子育て支援拠点の充実に加えて、自治会や地域の各種団体

等への情報発信を積極的に行い、地域ぐるみで子どもを見守り、多世代の交流機会の拡大につなが

るよう、地域との連携・協働を進めます。 

 

【幼児期の教育・保育と小学校教育（義務教育）との円滑な接続（保幼小連携）の取組の推進について】 

これまでに本市では、市内の幼稚園と保育所において交流を実施しています。また、幼稚園、保育

所と小学校においても、小学校の行事への参加や小学生の幼稚園訪問など、園児と児童の交流を積

極的に行うとともに、幼稚園教諭と保育士の合同研修なども実施しています。 

平成31年4月から生駒市保幼小接続推進会議を開催し、公私立幼稚園・保育所・認定こども園、小

学校の先生が集まって、小学校就学前までに培ってきた育ちを伝えたり、交流活動について情報交換

を行うなど、指導を一貫したものにできるよう研修を行います。 

連携の取組においては、各園での生活が小学校生活にどのようにつながっていくのかを明らかに

することで、幼児期に育まれた力が小学校生活に発揮できるよう人とのかかわりを大切にし、自分で

考えて行動できる生きる力をもった子どもの育成をめざします。 

本市では公立の保幼小だけでなく私立園とも連携し、本市独自の「保幼小接続カリキュラム」に基

づき、地域力をいかしながら、それぞれの校区の子どもの実態に合わせた保幼小接続の取組を実施

するなど、「育ちと学び」をつなげる保幼小接続事業に全市的に取り組みます。 

 

【母子保健の推進について】 

近年の子どもをめぐる状況として、産後うつ、育児放棄その他の虐待等の問題が生じており、その

対策が急務となっています。加えて、少子化や核家族化の進展、地域のつながりの希薄化などの子ど

もを取り巻く環境の変化に対応して、子どもを安心して産み育てることのできる環境をつくるために、

母子保健事業の充実が必要となっています。 

安心して妊娠・出産でき、またこれからの未来を担う子どもたちが健やかに育っていけるように、マ

タニティコンシェルジュを配置し、妊娠届出時から生後４か月までの期間、一人ひとりの相談を受け産

後ケアや家庭訪問事業等の利用、その後の保健師による支援など、関係機関とも連携して妊娠・出

産・子育て期にわたって切れ目ない支援の充実に取り組みます。 

 

【児童虐待防止について】 

本市では、家庭児童相談室における相談のほか、母子保健や子ども・子育て支援事業におけるあら

ゆる場面を通じて、児童虐待の未然防止や早期発見に努めています。また、要保護児童・要支援児童・

特定妊婦への適切な支援を図るため、平成１９年度に設置した「生駒市要保護児童対策地域協議会」

の各関係機関での情報共有と適切な連携を強化し、迅速かつ組織的な対応により児童虐待防止に取

り組みます。 
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IV計画の推進 

１．計画の進行管理 

本計画に基づく施策を推進するため、庁内関係部署を中心として具体的施策の進行状況について

把握するとともに、子ども・子育て会議において、毎年度、施策の実施状況について、点検、評価しま

す。 

なお、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の見込み量と確保策については、当初の計画に

対して、「見込み量」や「確保策」に大きな開きが見られる場合、計画の見直しを検討します。 

 

２．関係機関等との連携 

子育てを社会全体で支援していくためには、行政のみならず、就学前教育・保育施設、小学校、その

他子育てにかかわる関係機関等を含めて社会全体が連携することが必要です。また、本計画に関連

する施策は、法律や制度に基づくものもあるため、国や奈良県との連携も必要です。 

本計画の実施にあたっては、関係機関等との連携を深め、情報の共有化を図りながら、家庭・地域・

行政それぞれが、子育てや子どもの健全育成に対する責任や、自ら果たすべき役割を認識し、互いに

協力しながら、子育て支援にかかわるさまざまな施策を計画的・総合的に推進します。 

また、必要な人が必要なサービスを利用できるよう、母子健康手帳交付時や健診時など、早い段階

からの子育て支援サービス等の周知とともに広報紙やホームページの他、さまざまな媒体を通じて

情報提供を行います。 

 

３．地域の人材との連携 

少子化や核家族化の進行により、子育て世帯の孤立感や不安感が高まる中、子育て中の保護者が

日常的に接する地域の人々との温かい交流は、子育ての大きな支えになります。子育てに関する市民

の多様なニーズに対応するための制度や取組に加えて、子どもの育ちと保護者の子育て・親育ちを支

えるために、市民一人ひとりが子どもを見守る意識を醸成していきます。 

本計画の基本理念「子育て楽しいね！いこま～子どもが楽しむ！笑顔が弾ける！日本一の子育て・

教育のまち「いこま」～」を市民全員の合言葉として共有し、子どもも保護者も地域社会の温かい支え

合いの中で健やかに成長できるよう、あらゆる機会を通じた連携と協力の取組を進めます。 
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１．次世代育成支援関連事業 

本市では、次世代育成支援に係る主な取組を、第６次生駒市総合計画 第1期基本計画（令和元年

度～令和5年度）において、子ども・子育て支援分野、母子保健分野、学校教育分野、青少年分野等に

わたって掲げています。 

 

２．生駒市子育て支援に関するアンケート調査概要 

（１）調査の目的 

生駒市では、子どもも大人も笑顔で健やかに育ちあうまちをめざして、「生駒市子ども・子育て支援

事業計画」を平成２７年３月に策定し、さまざまな子育て支援に関する取組を進めています。 

市民の皆様の子育て支援に関するサービスの利用状況や今後の利用希望等を把握し、次期計画

（計画期間：令和２年度から令和６年度まで）及び今後の子育て施策に反映していくため、ニーズ調査

を実施しました。 

 

（２）調査対象 

市内在住の就学前の子どもをもつ保護者2,000名 

市内在住の就学中の小学生をもつ保護者1,200名 

 

（３）抽出方法 

住民基本台帳による無作為抽出 

 

（４）調査方法 

郵送及び所属保育所・幼稚園・小学校を通しての配布 

郵送による回収 

 

（５）調査期間 

令和元年６月４日～２８日 

 

（６）回収結果 

回収結果、有効回答率は下記のとおりです。 

 配布数 有効回答数 有効回答率 

就学前児童 2,000 1,184 59.2％ 

小学生児童 1,200 727 60.6％ 
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３．生駒市子ども・子育て支援事業計画策定経緯 

日 時 会 議 内 容 

令和元年 

７月２４日 

第１回子ども・子育て会議 (1)生駒市子ども・子育て会議への諮問事項について 

(2)特定教育保育施設・特定地域型保育事業の認可及び利用定員

設定の報告について 

(3)特定教育保育施設の利用定員の設定に係る意見聴取について 

令和元年 

９月 3０日 

第２回子ども・子育て会議 (1)第１期子ども・子育て支援事業計画の実施状況について 

（２）ニーズ調査の調査結果報告について 

（３）子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」について 

令和元年 

１０月 2８日 

第３回子ども・子育て会議 (1)第２期子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」につ

いて 

(2)特定教育保育施設の利用定員の設定に係る意見聴取について 

令和元年 

１１月 1９日 

第４回子ども・子育て会議 (1)特定教育保育施設の利用定員の設定に係る意見聴取について 

(2)第２期生駒市子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

令和元年 

１２月２０日～ 

令和２年 

１月１９日 

 第２期生駒市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

パブリックコメントの実施 

令和２年 

２月４日 

第５回子ども・子育て会議 (１)第２期生駒市子ども・子育て支援事業計画（案）へのパブリック

コメント実施結果について 

(２)第２期生駒市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

令和２年 

２月１８日 

第６回子ども・子育て会議 (１)第２期生駒市子ども・子育て支援事業計画（案）へのパブリック

コメント実施結果について 

(２)第２期生駒市子ども・子育て支援事業計画（答申案）について 
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４．生駒市子ども・子育て会議条例 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という｡)第７７条第１項の規定

に基づく審議会その他の合議制の機関として、生駒市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会

議」という｡)を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、法第７７条第１項に規定するもののほか、市長の諮問に応じ、本市の

子ども・子育て支援に関する重要事項について調査審議する。 

２ 子ども・子育て会議は、前項に規定する重要事項に関し市長に意見を述べることができる。 

 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1)子どもの保護者 

(2)子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(3)学識経験のある者 

(4)その他市長が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（臨時委員） 

第５条 子ども・子育て会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人

を置くことができる。 

２ 臨時委員は、市長が委嘱する。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。 

 

（会長及び副会長） 

第６条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第７条 子ども・子育て会議の会議（以下「会議」という｡)は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 子ども・子育て会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開く

ことができない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（関係者の出席等） 

第８条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見

若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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５．生駒市子ども・子育て会議委員名簿 

（敬称略） 

区分 選出母体・役職等 氏名 

学識経験者 東大阪大学副学長（保育） 吉岡 眞知子 

学識経験者 帝塚山大学教授（教育） 清水 益治 

認可保育所事業者 生駒市保育会会長 白樫 学 

認可保育所保護者 鹿ノ台佐保保育園保護者代表 武田 香織 

私立幼稚園事業者 学校法人エンゼル幼稚園理事長（園長） 前田 良一 

私立幼稚園保護者 白百合幼稚園育友会代表 柴田 玲子 

生駒市 PTA協議会 顧問 岡島 保弘 

民生委員児童委員 主任児童委員 谷猪 富貴子 

生駒市小学校校長会 会長（真弓小学校校長） 堀田 勝 

認可外保育所事業者 阪奈中央こぐま園園長 宮内 恵理子 

子育て支援者 かるがもの会 﨑山 良子 

公募市民 公募市民 簗瀬 裕子 

公募市民 公募市民 藤田 玉緒 
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